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施  設  

 

県社協  

体験開始～体験終了まで 

※別紙（様式 5）記入例参照。 

大 学  

県社協  

体験開始前 

書類送付  

書類送付  

申請  

書類送付  返信 

発行 証明書提出  

書類提出  経費振込 

※3 月末〆切  

受入施設等用 「介護等の体験」の流れ 

 

 

 ・（様式３号）介護等の体験年間受入計画書 

・（様式３号の添付書） 

 

  

            ・（様式２号）介護等の体験決定通知書 ・体験希望者（決定者）名簿 

           ・（様式５）介護等の体験台帳 ・（様式６）介護等の体験実施報告書 ・請求書 

※調整の結果、今年度学生の受入がない施設等にはその旨を通知します。 

 

 

    ・（様式４号）介護等の体験受入依頼書  ・介護等体験にあたっての連絡票 

        ・返信用封筒 ※必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて連絡票を返信する。 

 

 

 

           ・証明書 ※必要事項を記入の上、体験最終日に学生へ証明書発行 

           ※別紙「証明書発行事務の留意点について」「証明書記入例」参照。 

 

 

・（様式 5）介護等の体験台帳（写し） 

・（様式６）介護等の体験実施報告書   ・請求書 

 

※その他、「介護等体験事故届」は、事故発生時に速やかに報告してください。 

  

 

施  設  

 

県社協  

施  設  

 

学 生  

施  設  

 

施  設  

※各様式は「信州福祉・介護のひろば」HP  https://fukushi -nagano.jp/  より 

 
ダウンロードしてお使い下さい。 

https://fukushi-nagano.jp/
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ה                                             ☻ⱦכ◘▬♦₃₃  
  

番

号 
体験者氏名 本籍地 生年月日 大学等名 体験期間 体験の概要 

証明書 

発行日 

備考 

1 長野 太郎 長野県 〇〇〇〇年 〇月 〇〇日  〇〇大学 
9 月 11 日～             

9 月  15 日 
高齢者介護等 

令和 
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備考欄に「証明書」と割印をする 

体験最終日に学生へ証明書を発行 

※上記備考の内容に留意し、台帳を作成・保存してください。 

記載例 
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請  求  書 

 

令和  年  月  日 

社会福祉法人長野県社会福祉協議会事務局長 様 

 

施設名 

施設長名               印 

 

 

金        円也 

 

  但し、介護等体験に要する経費として 

 

     内訳    人×５，０００円 （ 1日 1,000 円の５日分 ） 

 

上記のとおり請求いたします。 

  

金 融 機 関 名  

支 店 ・ 支 所 名      

預 金 種 別 普通  ・  当座  （該当に〇） 

口 座 番 号  

口 座
（ フ リ

名 義
ガ ナ ）

 
 

振込先口座  



 

 

    

                 

    

  

                                                                           
                                 

                      

    

 

 
 

 
    

    

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                            

 

                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

                             

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


